
提

出

者

赤

嶺

政

賢

平
成
十
八
年
二
月
二
十
日
提
出

質

問

第

八

三

号

米
軍
嘉
手
納
基
地
の
進
入
管
制
（
嘉
手
納
ラ
プ
コ
ン
）
の
返
還
に
関
す
る
質
問
主
意
書

83



米
軍
嘉
手
納
基
地
の
進
入
管
制
（
嘉
手
納
ラ
プ
コ
ン
）
の
返
還
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
〇
五
年
十
月
二
十
九
日
、
日
米
安
全
保
障
協
議
委
員
会
で
「
日
米
同
盟：

未
来
の
た
め
の
変
革
と
再
編
」
（
以
下
「
中

間
報
告
」
と
い
う
。
）
と
題
す
る
報
告
に
つ
い
て
合
意
が
な
さ
れ
た
。

同
報
告
は
、
米
軍
嘉
手
納
基
地
の
進
入
管
制
（
以
下
「
嘉
手
納
ラ
プ
コ
ン
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
「
勧
告
」
し
て
い
る

が
、
返
還
の
プ
ロ
セ
ス
を
明
確
に
し
て
い
な
い
。

嘉
手
納
ラ
プ
コ
ン
の
空
域
は
、
嘉
手
納
飛
行
場
を
中
心
に
半
径
五
〇
海
里
、
高
度
二
万
フ
ィ
ー
ト
及
び
久
米
島
空
港
を
中
心

に
半
径
三
〇
海
里
、
高
度
五
千
フ
ィ
ー
ト
の
広
大
な
空
域
で
あ
る
。

嘉
手
納
ラ
プ
コ
ン
に
お
い
て
は
、
嘉
手
納
飛
行
場
、
普
天
間
飛
行
場
、
那
覇
空
港
等
の
到
着
機
、
出
発
機
に
対
し
て
進
入
管

制
業
務
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
那
覇
空
港
の
進
入
管
制
業
務
が
米
軍
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
も
ニ
ア
ミ
ス
等
が
発
生
し

て
お
り
、
し
か
も
、
民
間
の
航
空
機
は
、
米
軍
機
の
飛
行
経
路
を
避
け
る
た
め
に
、
同
空
港
の
離
発
着
の
際
に
、
海
上
約
五
、

六
〇
キ
ロ
を
、
高
度
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
低
空
で
飛
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
に
乱
気
流
な
ど
が
発
生
し
た
場
合

に
は
、
大
惨
事
に
つ
な
が
る
可
能
性
も
あ
る
と
し
て
、
嘉
手
納
ラ
プ
コ
ン
の
米
軍
優
先
の
航
空
管
制
が
、
国
会
で
何
度
と
な
く

一



議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
日
も
な
お
、
沖
縄
の
空
は
、
実
質
的
に
米
軍
の
「
管
轄
」
下
に
あ
り
、
空
の
主
権
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
。

こ
う
し
た
状
況
を
許
し
て
い
る
政
府
の
姿
勢
に
対
し
て
厳
し
く
抗
議
す
る
も
の
で
あ
る
。

政
府
は
、
民
間
航
空
機
の
安
全
確
保
の
た
め
に
嘉
手
納
ラ
プ
コ
ン
の
早
期
返
還
を
米
国
政
府
に
強
く
要
求
し
、
そ
の
実
現
を

図
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
う
し
た
立
場
か
ら
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

「
中
間
報
告
」
で
は
、
「
嘉
手
納
の
レ
ー
ダ
ー
進
入
管
制
業
務
の
移
管
プ
ロ
セ
ス
の
進
捗
を
考
慮
す
る
」
と
「
勧
告
」
し

て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
具
体
的
に
説
明
さ
れ
た
い
。

二

嘉
手
納
ラ
プ
コ
ン
の
返
還
に
つ
い
て
は
、
「
中
間
報
告
」
が
日
米
両
政
府
で
合
意
さ
れ
る
ま
で
に
、
日
米
安
全
保
障
協
議

委
員
会
等
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
協
議
が
な
さ
れ
た
の
か
詳
細
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

嘉
手
納
ラ
プ
コ
ン
の
返
還
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
の
河
野
外
務
大
臣
と
コ
ー
エ
ン
米
国
防
長
官
の
会
談
で
「
運

用
上
の
所
要
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
日
本
側
に
返
還
す
る
」
旨
の
表
明
が
あ
っ
た
。

二



そ
の
後
、
日
米
合
同
委
員
会
の
下
に
あ
る
民
間
航
空
分
科
委
員
会
の
特
別
作
業
部
会
で
協
議
が
続
け
ら
れ
て
き
た
。
河

野
、
コ
ー
エ
ン
会
談
か
ら
六
年
が
経
過
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
嘉
手
納
ラ
プ
コ
ン
の
返
還
に
向
け
て
、
日
米
間
で
は
ど
の

よ
う
な
進
展
が
み
ら
れ
た
の
か
。
返
還
の
目
途
は
つ
い
た
の
か
、
い
つ
ま
で
に
返
還
さ
れ
る
の
か
。

ま
た
、
特
別
作
業
部
会
で
の
日
米
間
の
協
議
内
容
、
日
米
双
方
の
主
張
、
進
捗
状
況
を
改
め
て
詳
細
に
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

四

国
土
交
通
省
航
空
局
の
「
沖
縄
進
入
管
制
業
務
の
移
管
に
関
す
る
民
間
航
空
分
科
委
員
会
に
お
け
る
協
議
に
つ
い
て
」
と

題
す
る
文
書
（
二
〇
〇
一
年
五
月
十
七
日
）
に
は
、
「
平
成
十
二
年
十
月
十
六
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
五
日
の
間
、
航
空
局

管
制
官
二
名
が
、
嘉
手
納
ラ
プ
コ
ン
に
派
遣
さ
れ
、
沖
縄
進
入
管
制
業
務
に
理
解
を
深
め
た
。
」
と
あ
る
が
、
そ
の
目
的
は

何
か
。

ま
た
、
同
文
書
で
は
「
民
間
航
空
分
科
委
員
会
米
側
議
長
か
ら
平
成
十
三
年
四
月
二
十
六
日
付
け
文
書
に
て
日
本
側
議
長

で
あ
る
首
席
安
全
・
危
機
管
理
監
察
官
に
対
し
、
沖
縄
進
入
管
制
業
務
の
移
管
に
係
る
運
用
所
要
が
送
付
さ
れ
、
同
運
用
所

要
に
つ
い
て
、
五
月
十
四
日
に
開
催
さ
れ
た
特
別
作
業
部
会
に
お
い
て
米
側
か
ら
説
明
さ
れ
た
。
運
用
所
要
は
、
米
軍
が
必

要
と
す
る
最
小
限
の
航
空
管
制
業
務
の
要
件
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
移
管
に
係
る
今
後
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
」
と

三



あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
、
理
解
で
き
る
よ
う
に
説
明
さ
れ
た
い
。

五

嘉
手
納
ラ
プ
コ
ン
の
返
還
に
関
し
て
、
そ
の
返
還
（
移
管
）
の
条
件
と
し
て
い
る
「
運
用
所
要
」
が
、
二
〇
〇
二
年
五
月

の
日
米
合
同
委
員
会
の
場
で
、
日
米
両
政
府
に
よ
り
承
認
、
合
意
さ
れ
た
と
聞
い
て
い
る
が
、
そ
の
合
意
内
容
を
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。

ま
た
、
米
側
が
、
返
還
（
移
管
）
の
条
件
と
し
て
い
る
「
沖
縄
進
入
管
制
業
務
の
移
管
に
係
る
運
用
所
要
」
と
は
何
か
、

具
体
的
に
説
明
さ
れ
た
い
。

六

日
米
合
同
委
員
会
で
合
意
さ
れ
た
「
運
用
所
要
」
を
基
礎
に
具
体
的
な
返
還
（
移
管
）
計
画
を
策
定
す
る
と
聞
い
て
い
る

が
、
計
画
は
策
定
さ
れ
た
の
か
。
返
還
（
移
管
）
計
画
が
策
定
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
だ

策
定
さ
れ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
い
つ
ま
で
に
策
定
す
る
の
か
。

七

嘉
手
納
ラ
プ
コ
ン
に
つ
い
て
は
、
一
九
七
二
年
五
月
の
「
沖
縄
に
お
け
る
航
空
交
通
管
制
」
に
関
す
る
日
米
合
同
委
員
会

の
合
意
が
あ
る
。
こ
の
合
意
は
「
那
覇
空
港
に
近
接
し
て
嘉
手
納
飛
行
場
が
位
置
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
区
域
に
お

け
る
航
空
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
単
一
の
施
設
に
よ
っ
て
進
入
管
制
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
の
で
日
本
国
政

府
が
こ
れ
ら
飛
行
場
の
レ
ー
ダ
ー
進
入
管
制
業
務
を
行
な
う
ま
で
暫
定
的
に
米
国
政
府
が
那
覇
空
港
の
進
入
管
制
業
務
を
実

四



施
す
る
も
の
と
す
る
。
」
と
し
て
い
る
。

�

日
本
の
進
入
管
制
業
務
は
技
術
、
能
力
、
態
勢
と
も
整
備
さ
れ
て
お
り
、
日
本
の
管
制
施
設
に
お
い
て
一
元
的
に
進
入

管
制
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
の
か
。

�

し
か
も
、
日
米
合
意
で
は
、
米
国
政
府
が
進
入
管
制
業
務
を
行
う
の
は
「
暫
定
的
」
と
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
い
ま
だ
嘉
手
納
ラ
プ
コ
ン
の
返
還
が
実
現
し
て
い
な
い
の
は
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
の
か
、
詳
細
に
説
明
さ
れ
た

い
。

�

ま
た
、
政
府
は
日
米
合
意
の
「
暫
定
的
」
を
ど
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
の
か
、
嘉
手
納
ラ
プ
コ
ン
が
返
還
さ
れ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
日
米
合
意
に
照
ら
し
て
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
の
か
、
明
確
に
答
え
ら
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

五


